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東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

 

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

　

本
法
律
案
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
状
況
を
踏
ま
え
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

実
施
す
る
復
興
施
策
の
期
間
及
び
復
興
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
の
た
め
の
復
興
債
の
発
行
期
間
を
令
和
十
二
年
度
ま
で
に

 

延
長
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
復
興
施
策
の
期
間
の
延
長

財
源
確
保
の
対
象
と
な
る
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
期
間
を
令
和
十
二
年
度
ま
で
に
延
長

 

す
る
。

二
、
復
興
債
の
発
行
期
間
の
延
長 

復
興
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
の
た
め
に
復
興
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
を
令
和
十
二
年
度
ま
で

 

に
延
長
す
る
。

な
お
、
令
和
八
年
度
特
別
会
計
予
算
で
は
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
お
け
る
復
興
債
の
発
行
限
度
額
と
し
て
六



二

 

十
六
億
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

三
、
株
式
の
処
分
に
よ
る
収
入
を
復
興
債
の
償
還
費
用
の
財
源
に
充
て
る
期
間
等
の
延
長 

一
定
の
株
式
の
処
分
に
よ
り
生
じ
た
収
入
を
復
興
債
の
償
還
費
用
の
財
源
に
充
て
る
期
間
等
を
令
和
十
四
年
度
ま
で
に
延

 

長
す
る
。

四
、
施
行
期
日 

 

こ
の
法
律
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


